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課題３ 

新たな臨床研修施設の研修指導体制 

○ 新たな臨床研修施設の研修指導体制の構築にあたっては、現行では厚生労

働大臣の指定を要さない研修協力施設が活用される可能性が高いことから、

研修協力施設に関する新たな基準を設けることが必要である。 

 
  

新たな臨床研修施設の研修指導体制 
…群方式を推進していく方策としては、新たな臨床研修施設の研修指導体制の導

入を図る必要がある。すなわち、現行では、協力型施設及び研修協力施設はと

もに管理型施設と１対１で直接的に連携する形態で位置づけられており、協力

型施設間、研修協力施設間、協力型施設と研修協力施設間の連携は、管理型施

設を経由して行われている今後、管理型施設、協力型施設及び研修協力施設を

有機的に連携させた新たな臨床研修施設の研修指導体制（以下、「グループ化」）

の導入を図ることで、歯科診療所を中心として行われている歯科医業の現状に

即した臨床研修施設の研修指導体制を構築することが可能となり、臨床研修の

充実に繋がるものと考えられる。 

 

 ・専門性の高い診療所を新たに臨床研修施設に位置づけることにより、臨床研修を

推進するべきではないか。 
・特色ある研修プログラムのため、新たな臨床研修施設（連携型臨床研修施設） 
 を位置づけてはどうか。 
・新たな臨床研修施設と既存の臨床研修施設が連携してグループをつくっては 
どうか 
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課題４ 
 
到達目標の見直し 

…今後は、臨床研修施設等におけるこれまでの研修実績を踏まえ、また研修歯 

科医の視点からのフィードバックも考慮し、関係者により継続した検討を行 

っていく必要がある。特に、近年の高齢社会の現状等を鑑みると、何らかの 

全身的な疾患を有する患者が増加しており、これらの患者に対応できるよう 

にコース・ユニットを含む到達目標の見直し等も含めて、在宅歯科医療、病 

院歯科や保健所等を活用した地域医療・地域歯科保健活動の研修や全身管理 

の修得等に関する新たな方策の検討が必要である。 
 
・地域保健・医療の実施や、病診連携の実践ができる研修環境（例えば歯科医療機

関の連携の充実など）を整備してはどうか。 
・研修協力施設（特に病院、診療所、介護福祉施設等）の効果的な活用方法を取り

入れてはどうか。 
・研修協力施設での研修スケジュールを、弾力的に運用（例えば週１～２日程度）

すべきではないか。 
 ・臨床研修施設群方式にふさわしいコースユニットおよび到達目標に見直すべき 

ではないか。 
 
 


